
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事 

プロポーザル募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月 

徳島県農林水産部林業振興課 



 

 

目  次 
 

第１ 目的 ........................................................................... 1 

第２ 事業概要 ....................................................................... 1 

第３ スケジュール.................................................................... 1 

第４ 募集要項等の配布 ................................................................ 1 

第５ 審査の体制...................................................................... 2 

第６ 応募者の参加資格及び条件 ........................................................ 2 

第７ 提出書類 ....................................................................... 3 

第８ 応募に際しての留意事項 .......................................................... 5 

第９ 審査及び結果通知 ................................................................ 6 

第１０ 現地説明会の開催 .............................................................. 7 

第１１ 留意事項...................................................................... 8 

第１２ 法令の遵守.................................................................... 8 

第１３ 事務局 ....................................................................... 8 

 

 



 

 

 
 
第１ 目的 

本要項は、令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事契約の相手方を選定す

るにあたり、必要な事項を定めるものである。 

フィールドアスレチックは、開園から３５年以上もの間、公園指定管理者による簡易な修繕のみ

で維持してきたため、老朽化が著しく、現在は使用を禁止している。本工事は、開設４０周年に向

け、大規模修繕への事前準備としてフィールドアスレチックを解体撤去し、利用者の安全性の確保

を図るものである。  

なお、当工事は、建設を要せず、民間業者の創意工夫によって施工中の公園の快適性や安全性及

び、施工後の景観の向上が期待される工事であるため、入札によらない契約方法として、公募型プ

ロポーザル方式により最優秀提案者を選定する。 

 

第２ 事業概要 

（１）事業名（工事名）  

    令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事 

（２）選定方式  

     公募型プロポーザル 

（３）事業内容  

     神山森林公園内のフィールドアスレチックの解体及び撤去工事 

※詳細については、 

令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事要求水準書のとおり。 

（４）履行期間  

    契約締結日の翌日から令和８年３月２５日までとする。 

（５）上限提案価格 

    上限提案価格は、４４,０００千円(消費税込み)とする。 

 

第３ スケジュール  

日程 項目 

令和７年 

 

９月２５日（木）  募集の公告及び募集要項等の公表 

〃   質問及び一次審査書類の受付開始 

１０月１６日（木）   現地説明会の開催 

１０月２３日（木）   募集要項等に関する質問受付締切 

１０月３０日（木）   質問に対する回答・公表 

１１月 ６日（木）   一次審査書類の受付締切 

１１月１２日（水）   一次審査の実施 

〃   一次審査の結果通知 

１１月１３日（木）   二次審査書類の受付開始 

１１月２７日（木）  二次審査書類の受付締切 

１２月 ５日（金）  二次審査の実施 

【プレゼンテーション及びヒアリング】 

１２月１０日（水）  審査結果の通知及び公表 

１２月１０日（水）以降  契約・着工 

令和８年 ３月  竣工 

※スケジュールは多少前後する場合があります。そのときは、徳島県ホームページで周知します。 

 

第４ 募集要項等の配布 

（１） 配布期間 

令和７年９月２５日（木）～令和７年１１月６日（木） 

1



 

 

（２） 配布場所 

募集要項等は、原則として徳島県ホームページから入手するものとする。 

（３）配布資料 

・令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル募集要項 

・令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事要求水準書 

・徳島県立神山森林公園フィールドアスレチック図面 
 

第５ 審査の体制 

（１）選定委員会の設置 

  令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル事業者選定委員会

設置要綱により、令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル事

業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。  

（２）審査方法 

審査は、令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル評価基準

（以下「評価基準」という。）に基づき、選定委員会において、書類審査、プレゼンテーション

及びヒアリングによる評価を行い、その結果をもとに県が最優秀提案者を決定する。 

 

第６ 応募者の参加資格及び条件 

  応募者は、本事業を効果的・効率的に実施する体制及び能力を有する者（複数法人等による共同

企業体（以下「共同企業体」という。）を含む。）とし、各提出書類の受付日において、それぞれ

次に掲げる要件を満たす者とする。 

（１）必要な資格 

①施工企業については、令和７年度の徳島県建設工事一般競争入札参加資格業者名簿（以下「参

加資格業者名簿」という。）に建設工事の種類が「解体工事」で登載されている者であること。 

 ②地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ③募集の公告日から契約日までの間に、徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物

品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象者に該当しない者であるこ

と。 

④暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」

という。）の統制下にある団体に該当しない者であること。 

 ⑤役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でな

いこと。 

   ア 破産者で復権を得ない者 

   イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなった日から２年を経過しない者 

   ウ 暴力団の構成員等 

⑥会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年

法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産

手続開始の申立てがなされた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認

可の決定又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされていない者

とみなす。 

⑦私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８

条第１項第１号に違反するとして公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過

しない者でないこと。 

 ⑧建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 28条第 3項又は第 5項の規定による営業停止命令を受

けている者でないこと。 

 ⑨労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者でないこと。 
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 ⑩特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適当でないと認

められる者でないこと。 

⑪事業所の本社及び営業所等の所在地の都道府県税（法人事業税・法人県民税）、法人税、地方

法人特別税、消費税及び地方消費税並びに延滞金等に未納がないこと。 

⑫共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員となっていないこと。 

 ⑬手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。 

⑭技術者の適正配置について、建設業法第 19 条の 2 に規定する現場代理人及び同法第 26 条に

規定する解体工事業に係る資格を有する主任技術者等を適正に配置する事業者であること。な

お、現場代理人及び主任技術者等は兼ねることができる。 

（２） 失格要件 

次のいずれかの要件に該当する場合は、その参加者は失格となることがある。 

   ア 一次審査の評価点が１５点未満の場合 

   イ  二次審査において企画提案の評価点（徳島県が別に設置する選定委員会 

委員の評価点の平均点）が５０点未満となった場合 

   ウ 最優秀提案者決定後に，配置予定技術者が配置できなくなった場合 

     ただし、同等の資格を有する者に変更し徳島県が認めた場合はこの限りでない 

   エ 参考見積額が、上限提案価格を超えた場合 

（３） 無効要件 

  次のいずれかの要件に該当する場合は、その参加者は無効となることがある。 

    ア 選定委員会及び事務局関係者に、プロポーザルに関して不正な接触又は要求 

     をした場合（募集要項に定める手続きは除く。） 

   イ 評価の公平性に影響を与える行為があったと選定委員会が認めた場合 

   ウ 募集要項の規定に違反すると徳島県が認めた場合 

   エ 指定する様式（以下「様式」という。）によらないほか、提出書類に関して 

次のいずれかに該当する場合 

   （ⅰ）提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

   （ⅱ）様式及び記載上の留意事項に示す条件に適合しない場合 

   （ⅲ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

    （ⅳ）虚偽の記載がある場合（契約締結後に事実関係が判明した場合においても 

      同様とする。） 

 

第７ 提出書類 

（１） 質問書の受付および回答 

ア 質問の方法 

質問は、質問書（様式第８号）により電子メールにて事務局に提出すること。提出後は、必

ず確認の電話連絡を行うこと。 

イ 受付期間 

令和７年９月２５日（木）から令和７年１０月２３日（木）午後５時まで 

ウ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和７年１０月３０日（木）までに徳島県ホームページにおいて公表

する。 

（２） 一次審査書類の受付 

  ア 一次審査提出書類 

（ⅰ）一次審査に提出する書類は表－１による。 

（ⅱ）各様式は、徳島県ホームページからダウンロードすることとし、枠の微調整は     

可とする。 

  （ⅲ）文字サイズは、１１ポイントを基本とし、書体は任意とする。 

   （ⅳ）提出部数は、Ａ４・８部（正本１部、副本７部とする。） 

3



 

 

 

表－１ 

提 出 書 類 様式番号 

参加表明書 第１号 又は 第１－２号 

添付書類（共同企業体の場合、構成員全て） 

①法人の場合は登記簿謄本の写し（履歴事項全部証明書）、

個人事業者の場合は個人事業開始届の写し 

②会社等の概要が分かる書類（パンフレット等） 

③直近２期分の決算書又はこれに類する書類 

④直近の納税証明書（国税・県税に未納がないことの証明） 

 

 

 

 

 

 

共同企業体協定書兼委任状 

※共同企業体の場合のみ 

第２号 

 

参加資格確認票 第３号 

参加団体の概要・実績調書 第４号 

一次審査課題の提案書 第５号 

イ 受付期間 

 令和７年９月２５日（木）から令和７年１１月６日（木）午後５時まで（必着） 

 ※持参の場合、午前８時３０分から午後５時まで（土、日、祝日を除く） 

 ※ＦＡＸ又は電子メールによる提出は不可とする。 

ウ 受付場所 

 事務局 

 

（３）二次審査書類の受付 

  ア 二次審査提出書類 

   （ⅰ）一次審査に合格した者が提出する書類は表－２による。 

   （ⅱ）各様式は、徳島県ホームページからダウンロードすることとし、枠の微調整は    

 可とする。 

  （ⅲ）文字サイズは、１１ポイントを基本とし、書体は任意とする。 

   （ⅳ）提出部数は、Ａ４・８部（正本１部、副本７部とする。） 
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表－２ 

提 出 書 類 提案様式番号 

企画提案書 

企画提案書を表紙として、下記事項に関する書類を提出すること。 

提案内容 

課題① 解体撤去及び廃棄物処理の方法に係る実行体制の提案 

課題② 来園者及び周辺環境への配慮に係る提案 

課題③ 施工後の景観への配慮に係る提案 

課題④ 施工中の安全性への配慮に係る提案 

課題⑤ その他独自提案 

 

第６号 

 

 

 

 

 

企画提案に要する添付書類 

企画提案書は次の書類を添付して提出すること。 

① 工事工程表 

② 施工体制図（現場代理人及び主任技術者の資格及び経歴、過去１０

年間の解体工事実績を含む。なお、配置技術者が特定できない場合

は複数の候補者を記入することができる。その場合、評価について

は各候補者のうち評価が最も低い者で行う。） 

③ 参考見積書（工事の内訳がわかるもの） 

 

 

任意様式 

任意様式 

 

 

 

第７号 

 

イ 受付期間 

 令和７年１１月１３日（木）から令和７年１１月２７日（木）午後５時まで（必着） 

 ※持参の場合、午前８時３０分から午後５時まで（土、日、祝日を除く） 

 ※ＦＡＸ又は電子メールによる提出は不可とする。 

ウ 受付場所 

 事務局 

 

第８ 応募に際しての留意事項 

（１）応募は１参加者（１共同企業体）につき１件とする。 

（２）書類の作成は、Ａ４判片面印刷とする。なお、表・写真等を用いた補足資料を添付すること

ができるが、できる限り簡潔なものとすること。 

（３）書類等の作成に用いる用語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

（４）企画提案書の作成、提出等応募及びヒアリングに要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（５）提出された企画提案書の差し替え及び再提出は、原則認めない。ただし、書類の不足・不備

の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。 

（６）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。ただし、評価を行

う際に必要な場合において、その一部又は全部を複製できるものとする。 

（７）提出された企画提案書は、原則返却しない。 

（８）原則として、本事業の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

  ただし、事業を効率的に行う上で必要と認められる場合、事前に県の承諾を得た上で、 

  業務の一部を委託することができる。 

（９）最も適切な企画提案書を提出した者は、徳島県知事から、その旨を通知した後、速 

  やかに契約を締結する。なお、企画提案書はあくまでも提案者の実施能力等を判断す 
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  るために行うものであり、委託内容・見積りについては再度調整を行った後に契約を 

  締結する。ただし、最も適切な企画提案書を提出した者であっても、契約条件が調整 

  できない場合には契約しない場合がある。 

（１０）本事業の実施に当たっては、施設の安全性など関係各所と十分協議しながら事業を進める

ものとする。 

（１１）事業に当たっては、現地調査等を実施し、実施設計等に必要な現地状況を把握し事業を進

めるものとする。 

（１２）契約履行過程で生じた成果物、製作物に係る一切の権利は、徳島県に帰属する。 

（１３）本要項にない項目で疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。 

 

第９ 審査及び結果通知 

（１）審査方法 

   審査は、一次審査（資格審査・書類審査）と二次審査（プレゼンテーション審査）の２段階

で行う。 

（２）一次審査 

  ア 一次審査は、事務局において資格審査及び書類審査を実施する。応募数が５事業者を超え

る場合は、二次審査対象事業者５者を選定する。なお、二次審査には、一次審査の結果を反

映しないものとする。 

  イ 一次審査の結果は、応募のあった全ての事業者に文書で通知する。また、二次審査対象事

業者には、二次審査の実施日時・実施場所を通知する。 

  ウ 一次審査の評価基準は、以下のとおりとする。 

   【資格審査】 

    ・応募者の参加資格を満たしているか。 

    ・必要書類の記載事項が整っているか。 

【書類審査】 

・表－３「令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル評

価基準」に基づく。 

（３）二次審査 

  ア 選定委員会において、企画提案書等のプレゼンテーション審査を実施し、その結果を基に

最優秀提案者を選定する。提案者が１者であった場合は、企画提案内容の適否を評価する。 

  イ 審査方法は、表－３「令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロ

ポーザル評価基準」に基づき、審査委員が審査項目ごとに評価を行った評価点の平均点（少

数点以下第２位を四捨五入。）に、価格評価点の得点（少数点以下第２位を四捨五入。）を

加えて競う総合評価方式により行う。 

  ウ 二次審査対象事業者は、二次審査に出席し、企画提案書の内容についてプレゼンテーショ

ンを行う。原則非公開とし、１参加者（１共同企業体）につき説明時間は２０分以内とし、

質疑応答を１０分以内とする。 

  エ プレゼンター及び出席者は、説明者含めて１参加者（１共同企業体）につき３名までとす

る。 

  オ 企画提案書を基にプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料配付など、事前に

提出された企画提案書に記載されていない内容に基づく説明は不可とする。なお、プロジェ

クター、スクリーン等を利用する場合は、その旨を事前に事務局へ連絡し、機器の接続等に

ついて確認すること。 

  カ 最高得点提案者が複数あるときは、選定委員会での議決により決定する。 
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表－３ 

「令和７年度神山森林公園フィールドアスレチック解体撤去工事プロポーザル評価基準」 

評価項目 配点 

一次審査の評価 

当プロポーザルへの取組方針 １５ 
３０ 

実績 １５ 

二次審査の評価 

企画提案内容 
 

 

 

 

 

課題① 解体撤去及び廃棄物処理の方法に係る実行体制の提案 ３０  

 

 

 

１００ 

 

課題② 来園者及び周辺環境への配慮に係る提案 ２０ 

課題③ 施工後の景観への配慮に係る提案 ２０ 

課題④ 施工中の安全性への配慮に係る提案 １０ 

課題⑤ その他独自提案 １０ 

見積書 

 

見積金額 

（全評価対象者の最低見積金額/評価対象者の見積金額）×１０ 

※小数点以下第２位を四捨五入 

 

１０ 

 

（４）審査結果の通知 

  ア 審査結果は全ての提出者に対し、文書により通知するとともに徳島県ホームページにおい

て公表する。ただし、審査の経緯については公表しない。 

  イ 審査結果に対する異議申立ては受理しない。 

（５）参加表明の秘匿 

   審査は公平性を担保するため、審査は全て匿名で行い、参加表明をした事実の公表 

は、二次審査の結果公表まで行わないこととする。 

 

第１０ 現地説明会の開催 

 本事業の実施に際し、現地説明会を開催する。 

（１） 開催日時   

令和７年１０月１６日（木）午後２時から午後３時まで 

（２） 開催場所（集合場所）   

徳島県名西郡神山町 徳島県立神山森林公園「森林学習館」 

（３） 内  容     

ア 公園の概要及び利用状況の説明 

イ 現地案内 

ウ その他 

（４） 申込方法   

参加を希望する場合は、現地説明会参加申込書（様式第９号）により電子メールにて令和

７年１０月１０日（金）までに事務局に提出すること。提出後は必ず確認の電話連絡を行

うこと。 

（５） そ の 他   

ア．説明会の参加は、１者につき３名までとする。 

イ．募集要項、要求水準書の書類は各自で用意すること。 
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第１１ 留意事項 

（１） 企画提案の履行                              

受注者は、企画提案書および契約書に基づき、誠実に責任をもって履行すること。 

ただし、企画提案書のうち、明らかに業務に不利益と認める場合は除くものとする。 

（２） 契約金額 

契約金額は原則として、当該参加者が提出した参考見積書の金額以内とする。  

（３） 建設業退職金共済証紙の購入 

当該事業に係る契約締結時には、建設業退職金共済証紙購入証明書を提出すること。 

建設業退職金共済証紙購入率は次表のとおりとする。 

請負代金額 建設業退職金共済証紙購入率 

（土木工事） 

１千万円未満 3.9/1,000 

１千万円以上～５千万円未満 3.5/1,000 

５千万円以上～１億円未満 3.1/1,000 

１億円以上～５億円未満 2.3/1,000 

５億円以上 1.8/1,000 

    ※１：請負代金額は、消費税相当額を含む。 

 

第１２ 法令の遵守 

本業務の実施に際し、建築基準法、消防法、建築士法、建設業法その他関係法令・規則等を確実

に遵守しなければならない。 

 

第１３ 事務局 

徳島市万代町１丁目１ 

徳島県農林水産部林業振興課  森林利用・木育担当 

電話 ０８８－６２１－２４６３ 

MAIL ringyoushinkouka＠pref.tokuhsima.lg.jp 
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